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○ 官庁営繕部では、「官公庁施設の建設等に関する法律（官公法）」に基づき

① 施設整備（特殊な施設等を除く官庁施設対象）

② 各省各庁への指導・監督、基準の設定（全官庁施設対象）

を実施。

官庁営繕部の業務

01 総理大臣官邸

02 中央合同庁舎8号館

03 京都国立博物館平成知新館

04 仙台合同庁舎B棟

05 国際子ども図書館増築棟

国
土
交
通
省

各
省
各
庁

位置・規模・構造並びに保全の基準の設定

営繕計画書に関する意見書の送付

勧告

保全の実地指導

官庁施設に関する保全の設定

指導・監督

総理大臣官邸 図書館
中央合同庁舎 博物館
地方合同庁舎 国際会議場
一般庁舎 社会福祉施設
試験研究機関 迎賓館
研修施設 博覧会政府館 等

国会議事堂
特別会計
刑務所
特殊な防衛施設
小規模営繕 等

官庁施設の整備
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総施設数

12,779施設
庁舎

7,806 

庁舎以外

4,973 

合同庁舎
414 

単独庁舎
6,901 

国会関係施設

裁判所関係施設
491 

宿舎
3,984 

刑事施設等収容施設

自衛隊関係施設

その他

989

総延べ面積

約48,068千㎡

庁舎

約19,794

千㎡

庁舎以外

約28,274

千㎡

合同庁舎

約4,492千

㎡

単独庁舎

約12,606千㎡

国会関係施設

裁判所関係施設

約2,696千㎡宿舎

約10,358千㎡

刑事施設等収容施設

自衛隊関係施設

その他

約17,916千㎡

官庁施設のストック（施設数と面積）

施設数は、約１３，０００施設、延べ面積は、約４，８００万㎡（２０２１年３月末現在）
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建築年次別の官庁施設ストック

高度成長期（１９５４～１９７３） ☝多極分散型国土形成促進法
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建築年次別施設面積

経年別延べ面積割合

10年未満
9.1%

10～20年未満
20.8%

20～30年未満
23.1%

30～40年未…

40～50年未満…

50年以上…

47.0%

○ 建設後３０年以上の施設は、延べ面積割合で４７％

○ 多極分散型国土形成促進法（１９８８年）に基づき行政機関の移転を行ったことなどか
ら、築２０年以内の施設も多い。
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○ 建設後３０年以上の施設の割合は年々増加しており、官庁施設ストックの老朽化が着
実に進行。

官庁施設ストックの老朽化
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（参考）公共建築の経年分布状況（H26会議資料）

［建設年度別延床面積（2012年度末時点）］
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○ 地方公共団体には、昭和４０～５０年代に建設された学校、公営住宅が多く存在する。
○ 国は、多極分散型国土形成促進法に基づき行政機関等の移転を行ったことなどから、

築２０年以内の施設の割合が比較的高い。

6出典：H26.6全国営繕主管課長会議資料
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官庁施設の保全の重要性

○ 官庁施設を適正に保全することが必要

○ 点検や修繕等の保全業務を確実に行うことが重要

○ 官庁施設は老朽化が進行

○ 経済・財政状況から「既存ストックの徹底利活用」がより一層求められる
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今後、

◯ 主として地方部では人口・施設需要が縮小、地域的にも偏在

◯ 高齢者、外国人など様々な属性の利用者の割合が変化

◯ デジタル化など行政サービスの提供に関わる方法の変化



官庁施設の保全の実施
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○保全の役割分担と実施サイクル



官庁施設の保全の目標
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保全指導事例（屋上の未点検）
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排水不良による
水たまり

伸縮目地に繁茂
した植物



保全指導事例（外壁の劣化）
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手すり下部コンクリート
の剥落

外壁タイルの剥落



保全指導事例（非常用照明の不備）
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点灯しない誘導灯 ランプが外された
非常用照明器具



保全指導事例（設備機器の劣化・不備）
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ポンプ基礎に生えた苔 屋上設備機器からの漏水



保全指導事例（防火・避難上の不適切な運用）
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常時解放された防火扉 避難通路に置かれた物品



保全指導事例（設備室の不適切な運用）
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機械室に置かれた
棚・物品

オイルタンク廻りに置かれた
物品(可燃物)



公共建築相談窓口

国土交通省では、公共建
築に関する技術的な相談を
幅広く受付ける窓口を全国
（本省・整備局等）に設置。

公共建築の保全のほか、
設計・工事の発注、各段階
のマネジメント業務、老朽化
対策、官庁営繕に関する技
術基準の運用等、幅広く対
応。

保全業務の支援
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保全のパンフレット

◯各地方整備局等で、毎年度「官庁施設保全連絡会議」を開催

◯「公共建築相談窓口」を設け、保全も含め、公共建築に関する技術的
な相談に対応

保全実態調査の評価結果
（保全の現況）、関係法令の
改正内容、その他保全に関
する情報提供と説明を実施

官庁施設保全連絡会議

詳細・連絡先



建築保全業務共通仕様書
○ 施設管理者が、施設の保全業務を委託契約する
際に、委託する業務内容を明確にし、保全業務を
適正かつ効率的に実施出来るように整備している
基準。

○ 保全に関する各業務の一般的な保全業務の作業
項目、標準的に実施される作業内容、実施周期等
を規定

○ 建築保全業務の内容に応じ、その全部又は一部を
外部委託する際の契約図書として適用できる。

建築保全業務共通仕様書等の概要
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建築保全業務積算基準･積算要領
○ 建築保全業務積算基準は、「建築保全業務共通仕
様書」に基づく保全業務を委託する際の費用を算
出するための基準

○ 建築保全業務積算要領は、積算基準による費用算
定の考え方、標準歩掛りを規定

○ 保全共仕、同積算基準・要領の

次回改定は、令和５年度の予定。 編集・発行
(一財)建築保全センター

建築保全業務共通仕様書
・積算基準の書籍

仕様書等はこちら➩


